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 被災者生活再建支援法施行令第１条の改正等を求める理事長声明 

 

２０１８年（平成３０年）８月１日 

四国弁護士会連合会理事長 小早川 龍司 

 

第１ 声明の趣旨 

１ 被災者生活再建支援法の適用の有無を、その規模や、都道府県・市町村ご

とに限定する同法施行令第１条を直ちに改正し、同一の自然災害で被害を受

けた全ての被災者に同法を適用し、公平な支援を行うよう求める。 

２ 被災者生活再建支援法施行令第１条の見直しがなされない場合には、平成

３０年７月豪雨災害の被災地である高知県及び各市町村に対し、いずれの被

災者も同程度の支援が受けられるよう独自支援を行うよう求める。 

 

第２ 声明の理由 

１ 被災者生活再建支援法（以下「支援法」という。）は、その支援の対象を

「政令で定める自然災害」の被災世帯とし、支援法施行令第１条では、都道

府県や市町村単位でどの程度の被害が発生したかを基準に、支援法の適用範

囲の有無を決定するという仕組みとされている。 

しかし、そもそも災害は都道府県や市町村の区割りとは無関係に発生し、

ときに被災者の生活基盤に著しい被害を生じさせるものであるから、都道府

県や市町村の区割りにとらわれ、都道府県や市町村ごとに別々に被災世帯数

を数える方法で災害の規模を測り、支援の有無を決するのは不合理である。 

平成３０年７月豪雨災害においても、家屋全壊の被害を被った被災者であ

っても、その居住する市町村がどこであるかによって支援の有無を異にして

いる。 

具体的には、愛媛県においては、全県で支援法が適用されているのに対し、

高知県においては、香南市、宿毛市、大月町には支援法が適用されているも

のの、安芸市では全壊３、半壊３２、床上浸水２の住家被害が生じているに

もかかわらず（２０１８年７月２７日時点）、現段階において、支援法が適

用されていない。 

確かに、全壊した家屋が少なければ、その属する自治体が独自に支援策を

講じる際の負担は大きくならず、自治体独自の支援策に期待することができ

るという考え方もあるかもしれない。しかし、自治体が独自に支援策を講じ

るか否か、その内容をどうするかは、その時々の事情によって全く異なるの
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であって、そのような期待があるからといって、全壊家屋数に応じて支援法

の適否を決定し、法律による扱いを異にすることが正当化できるものではな

い。さらに実際には、支援法の適用を受ける地域においても自治体が見舞金

等を支給する例が多く、結局のところ、支援法の適用を受けられるか否かに

よって生じる差別は、自治体独自の支援策によっても解消されていないので

ある。 

憲法第１４条は、「すべて国民は、法の下に平等」であると定めていると

ころ、同じ災害による被害であるにもかかわらず、その居住する行政区の違

いや、他の住宅がいくつ全壊したかによって、受けられる支援が異なるとい

う事態は是非とも避けられるべきであるから、直ちに支援法施行令第１条を

改正し、不合理な差別を解消すべきである。 

 

２ 以上のとおり、支援法施行令を改め、不合理な差別を解消すべきであるが、

仮にこのような改正がなされない場合には、同じ災害で被災したにもかかわ

らず、居住する行政区の違いにより支援の有無が異になるという不合理が生

じかねない状況にある。 

支援法施行令が適用対象を限定している趣旨が、災害発生時における国と

自治体の役割分担にある以上、支援法が適用されない被災者については、県

ないし市町村が同程度の支援を実施し、不合理な差別が生じないよう手当て

しなければならない。 

 実際、例えば大分県は災害被災者住宅再建支援制度に基づき、支援法の適

用を受けられない被災者に対し、支援法が定める支援と同程度以上の支援を

実施している。過去の災害においても、２００８年岩手宮城内陸地震災害に

おいて、支援法が適用されなかった岩手県が、支援法が適用された宮城県と

ほぼ同等の支援を実施するなど、支援法が適用されなかった被災者に対し自

治体が同程度の支援を実施する例は多数に及んでいる。 

  そこで当連合会は、仮に、支援法施行令第１条の見直しがなされない場合

には、居住する行政区の違いによって十分な支援が受けられないという事態

が生じないよう、平成３０年７月豪雨災害の被災地である高知県及び各市町

村に対し、支援法が適用されない被災者に少なくとも同程度の支援を実施す

ることを求める。 

以 上 


